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21

　関係省庁等は、食品の安全性に関するリスクコミュ
ニケーションを推進します。
　消費者庁においては、所要の体制整備を図った上
で、関係行政機関等の協力を得て、消費者に身近な
地方公共団体や消費者団体等との連携を図りなが
ら、消費者の立場に立ったリスクコミュニケーションの
一層の促進のために必要な措置を講じます。

継続的に
実施しま
す。

消費者庁
食品安全委員

会
厚生労働省
農林水産省

環境省
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　食品と放射能に関する消費者理解の増進を推進し
ます。
　消費者庁内に設置された「食品と放射能に関する消
費者理解増進チーム」において、放射能に関する消
費者の意識調査や生産者を含めた事業者からのヒア
リング等により、食品の風評被害の実態を把握し、そ
の結果を踏まえ、消費者理解の増進に必要な措置を
講じ、風評被害の払拭を図ります。

継続的に
実施しま
す。

消費者庁

消費者基本計画の検証・評価・監視に係る関係省庁ヒアリングの対象施策等（１）

テーマ（平成25年２月26日消費者委員会意見）

○５月７日（火）

【食品と放射能に関するリスクコミュニケー
ション】

○食品と放射能に関する消費者理解増進
を図るため、これまでの取組の効果や課
題等について検証・評価を行い、関係省
庁等による密接な連携の下で取組をさら
に強化するための方策を計画の具体的施
策等に明記されたい。

消費者庁

○食品と放射能に関する消費者理
解増進のための施策の概要と今後
の取組方針について説明された
い。
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